
１．技能検定の概要
技能検定は，国が働く人の技能を一定の水準

によって検定し，技能の高さを証明するために

職業能力開発促進法に基づいて実施している国

家検定制度である。

昭和３４年度に初めて５職種が１級及び２級で

実施されて以降，職種や等級が順次拡大され，

平成２２年度においては全１３６職種（うち建築大

工など１２３職種は都道府県知事が実施，ファイ

ナンシャル・プランニングなど１３職種は民間団

体が指定試験機関として実施。）が存在し，特

級，１級，２級，３級，基礎１級，基礎２級に

区分して行われるものと等級に区分しないで行

われるもの（単一等級）がある。

制度創設から現在に至るまでの受検者数累計

は１,０１０万人，合格者数累計は４２９万人を超え，

確かな技能の証として，各職場において高く評

価されているところである。

２．３級の概要
３級は平成５年度に創設され，初年度におけ

る受検者数は５０３名といった状況であったが，

その後，対象職種を段階的に拡大する一方，受

検資格の緩和，合格発表の早期化，学生に対す

る受検手数料の減免等を行い，現在では４１職種

について実施し，平成２１年度における受検者数

は２７万人（平５年度からの累計では１１３万人）

となっている。
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３．受験資格
技能検定を受検するには，基本的に実務経験

が必要（１級は７年以上，２級は２年以上，３

級は半年以上）となるが，３級については，工

業高校等で検定職種に関する学科に在籍してい

れば実務経験は無くても受検でき，３級に合格

すると在学中であっても２級の受検資格が得ら

れる。

４．受検手数料
学科試験は３,１００円，実技試験は１６,５００円を

標準額として，各都道府県毎に設定されている

が，工業高校等に在籍する学生が３級を受検す

る場合は減免措置がある。

５．日程
各職種毎に前期・後期に分かれて実施してお

り，例年，前期については４月上旬～中旬に受

検申請受付，６月上旬～８月中旬に試験実施，

８月下旬に合格発表，後期については９月下旬

～１０月上旬に受検申請受付，１１月下旬～翌２月

上旬に試験実施，３月中旬に合格発表が行われ

る。

６．技能検定３級の活用等について
先述のとおり，技能検定は国家検定制度であ

り，企業等に対して，ものづくりに関して当人

が有する技能を公的に証明できる他， (社)全国

工業高等学校長協会が主催するジュニアマイス

ター顕彰制度の対象にもなっている（３級はＢ

ランク，２級はＡランク）。都道府県によって

は，都道府県毎の技能検定試験の直接的な実施

団体である各都道府県職業能力開発協会が，学

生への受検指導等のため，熟練技能者を紹介・

派遣しているケースもあるので，詳しくは各都

道府県職業能力開発協会に問い合わせの上，学

生の技能向上の努力目標や就職時における企業

へのアピール材料として，積極的なご活用をお

願いしたい。（各都道府県職業能力開発協会の

連絡先については，中央職業能力開発協会のHP

〈http://www.javada.or.jp/〉を参照されたい）

技能検定３級の活用について

中央職業能力開発協会

技能検定部
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